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(57)【要約】
【課題】フィードバック制御のエラーを検出可能なアク
チュエーター制御装置、光学モジュール、及び電子機器
を提供する。
【解決手段】分光測定装置は、駆動電圧の印加により駆
動する各アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂと、ギャップ
Ｇ１の寸法を検出するギャップ検出器１５１と、ギャッ
プ検出器１５１の検出結果に応じて駆動電圧を制御する
フィードバックループとしての電圧制御部１５と、を具
備する。電圧制御部１５は、各アクチュエーター５６Ａ
，５６Ｂの駆動開始から所定時間経過後における、上記
検出結果に基づく各アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂの
駆動量と、当該駆動量の設定値との偏差の絶対値が所定
閾値を超えた場合に、ＨｉｇｈレベルＶHの電圧信号を
出力するコンパレーター１５６を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電圧の印加により駆動するアクチュエーターと、
　前記アクチュエーターの駆動量を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された前記駆動量の検出値、及び前記駆動量の設定値に応じて
、前記アクチュエーターに印加する駆動電圧を制御するフィードバックループと、を具備
し、
　前記フィードバックループは、前記アクチュエーターの駆動開始から所定時間経過後に
おける、前記検出値と前記設定値との偏差の絶対値が所定閾値を超えるか否かを検出する
偏差検出手段を備えている
　ことを特徴とするアクチュエーター制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアクチュエーター制御装置において、
　前記偏差検出手段により前記偏差の絶対値が前記閾値を超えたと判定された場合に、前
記フィードバックループにおける前記アクチュエーターの駆動パラメーターを補正するパ
ラメーター補正手段を備えた
　ことを特徴とするアクチュエーター制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のアクチュエーター制御装置において、
　パラメーター補正手段は、前記偏差検出手段により前記所定時間経過後に、前記絶対値
が前記閾値以下の前記偏差と、前記閾値を超える前記偏差とが交互に複数回検出された場
合に、前記フィードバックループにおけるゲインを小さくする
　ことを特徴とするアクチュエーター制御装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載のアクチュエーター制御装置において、
　前記アクチュエーターは、互いに独立して駆動可能な第一アクチュエーターと、第二ア
クチュエーターと、を備え、
　前記フィードバックループは、前記第一アクチュエーターに対して所定のバイアス電圧
を印加するバイアス電圧印加手段と、前記検出手段により検出された前記駆動量、及び前
記アクチュエーターの駆動量の目標値に基づいて前記第二アクチュエーターに印加する駆
動電圧を制御する制御器と、を備え、
　前記パラメーター補正手段は、前記偏差検出手段により、前記所定時間経過後に、前記
絶対値が前記閾値以上の前記偏差が継続して検出された場合に、前記バイアス電圧印加手
段における前記バイアス電圧を変更する
　ことを特徴とするアクチュエーター制御装置。
【請求項５】
　互いに対向する一対の反射膜と、
　駆動電圧の印加により駆動し、駆動量に応じて前記一対の反射膜間のギャップ寸法を変
化させるアクチュエーターと、
　前記アクチュエーターの駆動量を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された前記駆動量の検出値、及び前記駆動量の設定値に応じて
、前記アクチュエーターに印加する駆動電圧を制御するフィードバックループと、を具備
し、
　前記フィードバックループは、前記アクチュエーターの駆動開始から所定時間経過後に
おける、前記検出値と前記設定値との偏差の絶対値が所定閾値を超えるか否かを検出する
偏差検出手段を備えている
　ことを特徴とする光学モジュール。
【請求項６】
　駆動電圧の印加により駆動するアクチュエーターと、
　前記アクチュエーターの駆動量を検出する検出手段と、
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　前記検出手段により検出された前記駆動量の検出値、及び前記駆動量の設定値に応じて
、前記アクチュエーターに印加する駆動電圧を制御するフィードバックループと、
　前記アクチュエーターの駆動により所定の処理を実施する処理部と、を具備し、
　前記フィードバックループは、前記アクチュエーターの駆動開始から所定時間経過後に
おける、前記検出値と前記設定値との偏差の絶対値が所定閾値を超えるか否かを検出する
偏差検出手段を備えている
　ことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクチュエーター制御装置、光学モジュール、及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、互いに対向する一対の基板と、各基板にそれぞれ配置されて互いに対向する反射
膜と、各基板にそれぞれ配置されて互いに対向する電極と、を備えた波長可変干渉フィル
ターが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の波長可変干渉フィルターでは、各基板に、それぞれ、互いに対向す
る静電容量モニタ用電極と、互いに対向する静電力印加用電極（静電アクチュエーター）
とを配置している。このような波長可変干渉フィルターでは、制御回路により静電アクチ
ュエーターに電圧を印加させることで、反射膜間のギャップ量（間隔寸法）が変化する。
また、静電容量モニタ用電極の電位を静電容量検出回路で検出し、検出された静電容量に
基づいて、制御回路から静電アクチュエーターに印加する電圧を微調整（フィードバック
制御）することで、反射膜間ギャップのギャップ量を所望の目的値に設定することができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－９４３１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献１に記載のような静電アクチュエーターは、フィードバック制
御の際に、静電容量値に対応するギャップ量と、ギャップ量の目標値とが等しく、フィー
ドバック制御が正常に実施されているかを確認する構成を備えていない。このため、フィ
ードバック制御が正常に実施されずにエラーが発生していても、当該エラーを検出するこ
とができなかった。
【０００６】
　本発明は、フィードバック制御のエラーを検出可能なアクチュエーター制御装置、光学
モジュール、及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のアクチュエーター制御装置は、駆動電圧の印加により駆動するアクチュエータ
ーと、前記アクチュエーターの駆動量を検出する検出手段と、前記検出手段により検出さ
れた前記駆動量の検出値、及び前記駆動量の設定値に応じて、前記アクチュエーターに印
加する駆動電圧を制御するフィードバックループと、を具備し、前記フィードバックルー
プは、前記アクチュエーターの駆動開始から所定時間経過後における、前記検出値と前記
設定値との偏差の絶対値が所定閾値を超えるか否かを検出する偏差検出手段を備えている
ことを特徴とする。
【０００８】
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　ここで、本発明において、アクチュエーターの駆動開始からの所定時間とは、例えば、
アクチュエーターに設定値に対応する駆動電圧が印加されて駆動されてから、駆動量が駆
動電圧に応じた値に安定するのに十分な時間（以下、安定化時間とも称する）以上の時間
である。なお、本発明におけるアクチュエーターの駆動開始とは、アクチュエーターが駆
動していない状態（駆動電圧が０Ｖ）から、設定値に基づいた駆動電圧がアクチュエータ
ーに印加されたタイミングの他、設定値が変更されることで、アクチュエーターに印加さ
れた駆動電圧が変化したタイミングをも含むものとする。
　また、本発明の閾値とは、アクチュエーターの駆動誤差の許容範囲の閾値に対応する値
であり、要求されるアクチュエーターの駆動精度等に応じて適宜設定される。
【０００９】
　本発明では、フィードバックループは、検出手段により検出される検出値に基づき、検
出値が設定値に近づくようにアクチュエーターに駆動電圧を印加する。そして、偏差検出
手段は、アクチュエーターの駆動から所定時間経過後における、検出手段による駆動量の
検出値と設定値との差が所定閾値を超えるか否かを検出する。
　すなわち、アクチュエーターの駆動が安定化するべきタイミングにおいて、駆動量の検
出値と設定値との偏差の絶対値が、許容できる誤差範囲内であるか否かを検出する。これ
により、フィードバック制御が適切に実施されておらず、駆動量の設定値に対して、実際
の駆動量が所定の閾値を超えた値で安定していたり、駆動量が安定せず振動し続けていた
りすることを検出でき、フィードバック制御のエラーを検出することができる。
【００１０】
　本発明のアクチュエーター制御装置において、前記偏差検出手段により前記偏差の絶対
値が前記閾値を超えたと判定された場合に、前記フィードバックループにおける前記アク
チュエーターの駆動パラメーターを補正するパラメーター補正手段を備えたことが好まし
い。
【００１１】
　本発明では、上述のようにしてフィードバック制御のエラーを検出した場合、アクチュ
エーターの駆動パラメーターを補正する。これにより、フィードバック制御のエラーの検
出結果に応じて、駆動量を設定値とするように駆動電圧を制御することができる。
【００１２】
　本発明のアクチュエーター制御装置において、パラメーター補正手段は、前記偏差検出
手段により前記所定時間経過後に、前記絶対値が前記閾値以下の前記偏差と、前記閾値を
超える前記偏差とが交互に複数回検出された場合に、前記フィードバックループにおける
ゲインを小さくすることが好ましい。
【００１３】
　ここで、フィードバック制御において、安定化時間内でアクチュエーターを安定化させ
るためには、ゲインの値が適性値であることが望ましい。このゲインの値が適性値に対し
て大きいと、アクチュエーターの駆動量の変動が収束せずに発振する、又は振動が続き収
束するまでの時間が著しく長くなることがある。
　これに対して、本発明では、駆動開始から所定時間経過後に、閾値を超える偏差の絶対
値、及び閾値未満の偏差の絶対値を交互に複数回検出した際、つまり、アクチュエーター
が発振している場合に、フィードバック制御のゲインを小さくする。これにより、駆動量
を収束させるように駆動電圧を制御することができる。
【００１４】
　本発明のアクチュエーター制御装置において、前記アクチュエーターは、互いに独立し
て駆動可能な第一アクチュエーターと、第二アクチュエーターと、を備え、前記フィード
バックループは、前記第一アクチュエーターに対して所定のバイアス電圧を印加するバイ
アス電圧印加手段と、前記検出手段により検出された前記駆動量、及び前記アクチュエー
ターの駆動量の目標値に基づいて前記第二アクチュエーターに印加する駆動電圧を制御す
る制御器と、を備え、前記パラメーター補正手段は、前記偏差検出手段により、前記所定
時間経過後に、前記絶対値が前記閾値以上の前記偏差が継続して検出された場合に、前記
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バイアス電圧印加手段における前記バイアス電圧を変更することが好ましい。
【００１５】
　本発明では、アクチュエーターが、第一アクチュエーター及び第二アクチュエーターに
より構成され、第一アクチュエーターにはバイアス電圧が印加され、第二アクチュエータ
ーにはフィードバック電圧が印加される。このようなアクチュエーターでは、バイアス電
圧の印加により第一アクチュエーターを粗動駆動させ、検出手段により検出された駆動量
に基づいたフィードバック電圧により第二アクチュエーターを微動駆動させることで、ア
クチュエーターの駆動量を精度よく制御することができる。
　ここで、バイアス電圧が適性値よりも大きい又は小さい場合、粗動駆動による駆動量と
設定値との差が、第二アクチュエーターによる微動駆動の調整範囲で対応可能な範囲を超
える場合がある。例えば、粗動駆動による駆動量（すなわち粗動駆動量）が、全駆動量の
設定値（すなわち設定駆動量）を超えている場合、微動駆動の駆動量（すなわち微動駆動
量）をゼロとしても、全駆動量を設定値とすることができない。また、粗動駆動量と設定
駆動量との差の絶対値が、微動駆動量の最大値よりも大きく、かつ、粗動駆動量の方が設
定駆動量よりも小さい場合、微動駆動量を最大値としても、全駆動量を設定値とすること
ができない。このような場合、フィードバック電圧の最小値又は最大値で駆動量の変動が
収束しても、検出値は許容値ではない値で収束している。本発明では、上述のように、バ
イアス電圧を印加することによる粗動駆動量と設定値との差が、微動駆動の調整可能な範
囲を超えている状態であることを検出し、バイアス電圧を調整することができる。これに
より、粗動駆動量を微動駆動の調整可能な範囲に収めることができ、アクチュエーターの
駆動量をより確実、かつ精度よく制御することができる。
【００１６】
　本発明の光学モジュールは、互いに対向する一対の反射膜と、駆動電圧の印加により駆
動し、駆動量に応じて前記一対の反射膜間のギャップ寸法を変化させるアクチュエーター
と、前記アクチュエーターの駆動量を検出する検出手段と、前記検出手段により検出され
た前記駆動量の検出値、及び前記駆動量の設定値に応じて、前記アクチュエーターに印加
する駆動電圧を制御するフィードバックループと、を具備し、前記フィードバックループ
は、前記アクチュエーターの駆動開始から所定時間経過後における、前記検出値と前記設
定値との偏差の絶対値が所定閾値を超えるか否かを検出する偏差検出手段を備えているこ
とを特徴とする。
【００１７】
　本発明では、上記アクチュエーター制御装置と同様に、駆動開始から所定時間が経過し
、アクチュエーターの駆動が安定化するべきタイミングにおいて、駆動量の検出値と設定
値との偏差の絶対値が、閾値を超える値であるか否かを検出して、許容できる誤差範囲内
であるか否かを検出する。これにより、フィードバック制御が適切に実施されておらず、
駆動量の設定値に対して、実際の駆動量が所定の閾値を超えた値で安定していたり、駆動
量が安定せず振動し続けていたりすることを検出でき、フィードバック制御のエラーを検
出することができる。
【００１８】
　本発明の電子機器は、駆動電圧の印加により駆動するアクチュエーターと、前記アクチ
ュエーターの駆動量を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された前記駆動量の
検出値、及び前記駆動量の設定値に応じて、前記アクチュエーターに印加する駆動電圧を
制御するフィードバックループと、前記アクチュエーターの駆動により所定の処理を実施
する処理部と、を具備し、前記フィードバックループは、前記アクチュエーターの駆動開
始から所定時間経過後における、前記検出値と前記設定値との偏差の絶対値が所定閾値を
超えるか否かを検出する偏差検出手段を備えている
ことを特徴とする。
【００１９】
　本発明では、上記アクチュエーター制御装置と同様に、駆動開始から所定時間が経過し
、アクチュエーターの駆動が安定化するべきタイミングにおいて、駆動量の検出値と設定
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値との偏差の絶対値が、閾値を超える値であるか否かを検出して、許容できる誤差範囲内
であるか否かを検出する。これにより、フィードバック制御が適切に実施されておらず、
駆動量の設定値に対して、実際の駆動量が所定の閾値を超えた値で安定していたり、駆動
量が安定せず振動し続けていたりすることを検出でき、フィードバック制御のエラーを検
出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る一実施形態の分光測定装置の概略構成を示すブロック図。
【図２】上記実施形態の光学モジュールの概略構成を示す図。
【図３】上記実施形態の波長可変干渉フィルターの平面図。
【図４】波長可変干渉フィルターの駆動方法を示すフローチャート。
【図５】フィードバック制御が正常に実施された場合のギャップ検出器及びコンパレータ
ーの出力値の一例を示すグラフ。
【図６】駆動量が許容範囲外で収束した場合のギャップ検出器及びコンパレーターの出力
値の一例を示すグラフ。
【図７】駆動量が振動している場合のギャップ検出器及びコンパレーターの出力値の一例
を示すグラフ。
【図８】本発明の電子機器の一例である測色装置を示す概略図。
【図９】本発明の電子機器の一例であるガス検出装置を示す概略図。
【図１０】図９のガス検出装置の制御系の構成を示すブロック図。
【図１１】本発明の電子機器の一例である食物分析装置の概略構成を示す図。
【図１２】本発明の電子機器の一例である分光カメラの概略構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
［実施形態］
　以下、本発明に係る一実施形態の分光測定装置について、図面に基づいて説明する。
　［分光測定装置の構成］
　図１は、本発明に係る一実施形態の分光測定装置の概略構成を示すブロック図である。
　分光測定装置１は、本発明の電子機器であり、測定対象Ｘで反射された測定対象光にお
ける所定波長の光強度を分析し、分光スペクトルを測定する装置である。なお、本実施形
態では、測定対象Ｘで反射した測定対象光を測定する例を示すが、測定対象Ｘとして、例
えば液晶パネル等の発光体を用いる場合、当該発光体から発光された光を測定対象光とし
てもよい。
　この分光測定装置１は、図１に示すように、光学モジュール１０と、ディテクター１１
（検出部）と、Ｉ－Ｖ変換器１２と、アンプ１３と、Ａ／Ｄ変換器１４と、制御部２０と
、を備えている。また、光学モジュール１０は、波長可変干渉フィルター５と、電圧制御
部１５とを備えて構成されている。なお、波長可変干渉フィルター５及び電圧制御部１５
は、本発明のアクチュエーター制御装置に相当する。
【００２２】
　ディテクター１１は、光学モジュール１０の波長可変干渉フィルター５を透過した光を
受光し、受光した光の光強度に応じた検出信号（電流）を出力する。
　Ｉ－Ｖ変換器１２は、ディテクター１１から入力された検出信号を電圧値に変換し、ア
ンプ１３に出力する。
　アンプ１３は、Ｉ－Ｖ変換器１２から入力された検出信号に応じた電圧（検出電圧）を
増幅する。
　Ａ／Ｄ変換器１４は、アンプ１３から入力された検出電圧（アナログ信号）をデジタル
信号に変換し、制御部２０に出力する。
　電圧制御部１５は、制御部２０の制御に基づいて、波長可変干渉フィルター５を駆動さ
せ、波長可変干渉フィルター５から所定の目的波長の光を透過させる。
【００２３】
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　［光学モジュールの構成］
　次に、光学モジュール１０の構成について、以下に説明する。
　図２は、光学モジュール１０の概略構成を示すブロック図である。
　光学モジュール１０は、上記のように、波長可変干渉フィルター５と、電圧制御部１５
とを備えて構成される。
【００２４】
　［波長可変干渉フィルターの構成］
　光学モジュール１０の波長可変干渉フィルター５について、以下説明する。図３は、波
長可変干渉フィルター５の概略構成を示す平面図である。
　波長可変干渉フィルター５は、図２及び図３に示すように、例えば矩形板状の光学部材
であり、固定基板５１（第一部材）及び可動基板５２（第二部材）を備えている。これら
の固定基板５１及び可動基板５２は、例えば各種ガラスや水晶等の絶縁性素材により形成
され、例えばシロキサンを主成分とするプラズマ重合膜などにより構成された接合膜５３
（図２参照）により接合されることで、一体的に構成されている。
【００２５】
　固定基板５１には、本発明の一対の反射膜の一方を構成する固定反射膜５４が設けられ
、可動基板５２には、本発明の一対の反射膜の他方を構成する可動反射膜５５が設けられ
ている。これらの固定反射膜５４及び可動反射膜５５は、ギャップＧ１（図２参照）を介
して対向配置されている。
　また、固定基板５１には、第一固定電極５６１Ａが設けられ、可動基板５２には、第一
可動電極５６２Ａが設けられている。これらの第一固定電極５６１Ａ及び第一可動電極５
６２Ａは、所定のギャップを介して対向配置されている。これらの第一固定電極５６１Ａ
及び第一可動電極５６２Ａは、本発明のアクチュエーターの一例である第一静電アクチュ
エーター５６Ａを構成する。
　また、固定基板５１には、第一固定電極５６１Ａの外側に第二固定電極５６１Ｂが設け
られ、可動基板５２には、第一可動電極５６２Ａの外側に第二可動電極５６２Ｂが設けら
れている。これらの第一固定電極５６１Ａ及び第一可動電極５６２Ａは、所定のギャップ
を介して対向配置されている。これらの第一固定電極５６１Ａ及び第一可動電極５６２Ａ
は、本発明のアクチュエーターの一例である第二静電アクチュエーター５６Ｂを構成する
。
　なお、以降の説明に当たり、固定基板５１又は可動基板５２の基板厚み方向から見た平
面視、つまり、固定基板５１、接合膜５３、及び可動基板５２の積層方向から波長可変干
渉フィルター５を見た平面視をフィルター平面視と称する。また、本実施形態では、フィ
ルター平面視において、固定反射膜５４の中心点及び可動反射膜５５の中心点は、一致し
、平面視におけるこれらの反射膜の中心点をフィルター中心点Ｏと称し、これらの反射膜
の中心点を通る直線を中心軸と称する。
【００２６】
　　（固定基板の構成）
　固定基板５１は、図２に示すように、例えばエッチング等により形成された電極配置溝
５１１及び反射膜設置部５１２を備える。また、固定基板５１の一端側（図３における辺
Ｃ１－Ｃ２）は、可動基板５２の基板端縁（図３における辺Ｃ５－Ｃ６）よりも外側に突
出しており、第一端子取出部５１４を構成している。
【００２７】
　電極配置溝５１１は、フィルター平面視で、固定基板５１のフィルター中心点Ｏを中心
とした環状に形成されている。反射膜設置部５１２は、フィルター平面視において、電極
配置溝５１１の中心部から可動基板５２側に突出して形成されている。この電極配置溝５
１１の溝底面には、第一静電アクチュエーター５６Ａの第一固定電極５６１Ａが設けられ
ている。また、反射膜設置部５１２の突出先端面は、固定反射膜５４が設けられている。
　また、固定基板５１には、電極配置溝５１１から、固定基板５１の外周縁に向かって延
出する電極引出溝（図示略）が設けられている。
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【００２８】
　第一固定電極５６１Ａは、例えば円弧状（略Ｃ字状）に形成されており、図３に示すよ
うに、辺Ｃ１－Ｃ２に近接する一部にＣ字開口部が設けられる。また、第一固定電極５６
１Ａ上に、第一可動電極５６２Ａとの間の絶縁性を確保するための絶縁膜が積層される構
成としてもよい。
　第二固定電極５６１Ｂは、第一固定電極５６１Ａと同様に、例えば円弧状（略Ｃ字状）
に形成されており、辺Ｃ１－Ｃ２に近接する一部にＣ字開口部が設けられる。また、第二
固定電極５６１Ｂ上に、第二可動電極５６２Ｂとの間の絶縁性を確保するための絶縁膜が
積層される構成としてもよい。
　そして、第一固定電極５６１Ａは、電極引出溝に沿って第一端子取出部５１４まで延出
する第一固定引出電極５６３Ａを備えている。また、第二固定電極５６１Ｂは、電極引出
溝に沿って第一端子取出部５１４まで延出する第二固定引出電極５６３Ｂを備えている。
各固定引出電極５６３Ａ，５６３Ｂの延出先端部は、例えばＦＰＣ（Flexible printed c
ircuits）やリード線等により電圧制御部１５に接続されている。
【００２９】
　反射膜設置部５１２の突出先端面に設けられる固定反射膜５４は、例えばＡｇ等の金属
膜や、Ａｇ合金等、導電性を有する反射膜素材により構成される。なお、固定反射膜５４
として、例えば高屈折層をＴｉＯ２、低屈折層をＳｉＯ２とした誘電体多層膜を用いても
よい。固定反射膜５４として誘電体多層膜を用いる場合では、当該誘電体多層膜の最下層
又は最上層（表層）に導電性膜を積層することで導電性を持たせる。この導電性膜として
広波長域に対して高反射率特性を有する、例えばＡｇ合金等の反射膜を用いてもよい。こ
の場合、導電性膜により、波長可変干渉フィルター５の測定対象波長域を広げることがで
き、広い波長帯域に対して所望の目的波長を取り出すことが可能となり、かつ、誘電体多
層膜により、高分解能で目的波長の光を取り出すことが可能となる。また、導電性膜と反
射膜設置部５１２との間や、導電性膜と誘電体多層膜との間に、密着性を向上させるため
に透明接着層を更に介在させてもよい。
【００３０】
　そして、固定基板５１には、図３に示すように、固定反射膜５４の外周縁に接続され、
第一固定電極５６１Ａ及び第二固定電極５６１ＢのＣ字開口部を通り、第一端子取出部５
１４に向かって延出する第一ミラー電極５４１が設けられている。この第一ミラー電極５
４１は、固定反射膜５４の形成時に、同時に成膜されることで形成されている。
　そして、第一ミラー電極５４１は、第一端子取出部５１４上で電圧制御部１５に接続さ
れる。
　固定基板５１のうち、電極配置溝５１１、反射膜設置部５１２、及び電極引出溝が形成
されない領域は、接合膜５３により、可動基板５２に接合される。
【００３１】
　なお、図３において、固定基板５１側に設けられた固定反射膜５４と、第一固定電極５
６１Ａ及び第二固定電極５６１Ｂと、各固定引出電極５６３Ａ，５６３Ｂと、第一ミラー
電極５４１とは、実際には固定基板５１の可動基板５２と対向する面に設けられているが
、説明のために実線で示している。
【００３２】
　　（可動基板の構成）
　可動基板５２は、図３に示すようなフィルター平面視において、フィルター中心点Ｏを
中心とした円形状の可動部５２１と、可動部５２１と同軸であり可動部５２１を保持する
保持部５２２と、保持部５２２の外側に設けられた基板外周部５２５と、を備えている。
　また、可動基板５２には、図３に示すように、一端側（図３における辺Ｃ７－Ｃ８）は
、固定基板５１の基板端縁（図３における辺Ｃ３－Ｃ４）よりも外側に突出しており、第
二端子取出部５２４を構成している。
【００３３】
　可動部５２１は、保持部５２２よりも厚み寸法が大きく形成され、例えば、本実施形態
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では、可動基板５２の厚み寸法と同一寸法に形成されている。この可動部５２１は、フィ
ルター平面視において、少なくとも反射膜設置部５１２の外周縁の径寸法よりも大きい径
寸法に形成されている。そして、この可動部５２１の固定基板５１に対向する可動面には
、可動反射膜５５、及び第一可動電極５６２Ａが設けられている。
【００３４】
　第一可動電極５６２Ａは、フィルター平面視において、可動反射膜５５の外周側に設け
られ、第一固定電極５６１Ａに対してギャップを介して対向配置されている。この第一可
動電極５６２Ａは、円弧状（略Ｃ字状）に形成されており、図３に示すように、辺Ｃ７－
Ｃ８に近接する一部にＣ字開口部が設けられている。また、第一固定電極５６１Ａと同様
に、第一可動電極５６２Ａ上に絶縁膜が積層される構成としてもよい。
　第二可動電極５６２Ｂは、フィルター平面視において、第一可動電極５６２Ａの外周側
に設けられ、第二固定電極５６１Ｂに対してギャップを介して対向配置されている。この
第二可動電極５６２Ｂは、第一可動電極５６２Ａと同様に円弧状（略Ｃ字状）に形成され
ており、辺Ｃ７－Ｃ８に近接する一部にＣ字開口部が設けられている。また、第一可動電
極５６２Ａと同様に、第二可動電極５６２Ｂ上に絶縁膜が積層される構成としてもよい。
　ここで、図３に示すように、フィルター平面視において、第一可動電極５６２Ａと第一
固定電極５６１Ａとが重なる円弧領域（図３において右下がり斜線部で示される領域）に
より、第一静電アクチュエーター５６Ａが構成されている。まだ、第二可動電極５６２Ｂ
と第二固定電極５６１Ｂとが重なる円弧領域（図３において右上がり斜線部で示される領
域）により、第二静電アクチュエーター５６Ｂが構成されている。各静電アクチュエータ
ー５６Ａ，５６Ｂは、図３に示すように、フィルター平面視において、フィルター中心点
Ｏに対して互いに点対称となる形状及び配置となる。従って、各静電アクチュエーター５
６Ａ，５６Ｂに電圧を印加した際に発生する静電引力も、フィルター中心点Ｏに対して点
対称となる位置に作用し、バランスよく可動部５２１を固定基板５１側に変位させること
が可能となる。
【００３５】
　また、図３に示すように、第一可動電極５６２Ａは、第二端子取出部５２４に向かって
延出する第一可動引出電極５６４Ａが設けられている。また、第二可動電極５６２Ｂは、
第二端子取出部５２４に向かって延出する第二可動引出電極５６４Ｂが設けられている。
各可動引出電極５６４Ａ，５６４Ｂは、固定基板５１に設けられた電極引出溝に対向する
位置に沿って配置される。また、各可動引出電極５６４Ａ，５６４Ｂの延出先端部は、例
えばＦＰＣやリード線等により電圧制御部１５に接続されている。
【００３６】
　可動反射膜５５は、可動部５２１の可動面の中心部に、固定反射膜５４と反射膜間ギャ
ップＧ１を介して対向して設けられる。この可動反射膜５５としては、上述した固定反射
膜５４と同一の構成の反射膜が用いられる。なお、本実施形態では、反射膜５４，５５間
のギャップＧ１は、電極５６１Ａ，５６２Ａ（電極５６１Ａ，５６２Ａ）間のギャップＧ
２よりも小さくなる。
　また、可動基板５２には、図３に示すように、可動反射膜５５の外周縁に接続され、第
一可動電極５６２Ａ及び第二可動電極５６２ＢのＣ字開口部を通り、第二端子取出部５２
４に向かって延出する第二ミラー電極５５１が設けられている。
　また、可動反射膜５５として、誘電体多層膜及び導電性膜の積層体により構成される場
合では、第二ミラー電極５５１は、導電性膜と同時に形成され、この導電性膜に接続され
る。
　そして、この第二ミラー電極５５１は、第二端子取出部５２４上において例えばＦＰＣ
やリード線等により電圧制御部１５に接続されている。
【００３７】
　なお、本実施形態では、図２に示すように、電極５６１Ａ，５６２Ａ間のギャップＧ２
がギャップＧ１よりも大きい例を示すがこれに限定されない。例えば、測定対象光として
赤外光を対象とする場合等、測定対象波長域によっては、ギャップＧ１が、電極５６１Ａ
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，５６２Ａ間のギャップＧ２よりも大きくなる構成としてもよい。
【００３８】
　保持部５２２は、可動部５２１の周囲を囲うダイヤフラムであり、可動部５２１よりも
厚み寸法が小さく形成されている。このような保持部５２２は、可動部５２１よりも撓み
やすく、僅かな静電引力により、可動部５２１を固定基板５１側に変位させることが可能
となる。この際、可動部５２１が保持部５２２よりも厚み寸法が大きく、剛性が大きくな
るため、保持部５２２が静電引力により固定基板５１側に引っ張られた場合でも、可動部
５２１の形状変化が抑制される。従って、可動部５２１に設けられた可動反射膜５５の撓
みも発生しにくく、固定反射膜５４及び可動反射膜５５を常に平行状態に維持することが
可能となる。
　なお、本実施形態では、ダイヤフラム状の保持部５２２を例示するが、これに限定され
ず、例えば、フィルター中心点Ｏを中心として、等角度間隔で配置された梁状の保持部が
設けられる構成などとしてもよい。
【００３９】
　基板外周部５２５は、上述したように、フィルター平面視において保持部５２２の外側
に設けられる。基板外周部５２５の固定基板５１に対向する面は、接合膜５３を介して固
定基板５１に接合される。
【００４０】
　［電圧制御部の構成］
　電圧制御部１５は、図２に示すように、ギャップ検出器１５１（本発明における検出手
段）と、フィードバック駆動部１５２と、バイアス駆動部１５３と、減算回路１５４と、
絶対値回路１５５と、コンパレーター１５６と、マイコン（マイクロコントローラー）１
６とを備えて構成されている。
　図４は、電圧制御部１５を用いたフィードバックループの概念図である。
　電圧制御部１５は、図４に示すように、波長可変干渉フィルター５の静電アクチュエー
ター５６Ａ，５６Ｂ、ギャップ検出器１５１、フィードバック駆動部１５２、バイアス駆
動部１５３、減算回路１５４、絶対値回路１５５、及びコンパレーター１５６により、ク
ローズドループシステム（本発明のフィードバックループに相当）を構成する。そして、
本実施形態では、マイコン１６は、各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂの駆動特性に
基づいて、このクローズドループシステムにおけるバイアス駆動部１５３及びフィードバ
ック駆動部１５２を制御することで、フィードバック制御時の制御状態を好適に維持する
。
　以下、電圧制御部１５の構成について、詳細に説明する。
【００４１】
　ギャップ検出器１５１は、波長可変干渉フィルター５の第一ミラー電極５４１及び第二
ミラー電極５５１に接続されている。このギャップ検出器１５１は、各静電アクチュエー
ター５６Ａ，５６Ｂの駆動により変動する、反射膜５４，５５間のギャップＧ１の寸法を
検出し、検出信号を出力する。ここで、ギャップＧ１のギャップ寸法を検出することで、
各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂの駆動量も容易に算出でき、ギャップ検出器１５
１は、本発明の検出手段として機能する。
　具体的には、ギャップ検出器１５１は、図示略のＣ－Ｖ変換回路を有し、反射膜５４，
５５間の静電容量を電圧値（検出信号）に変換する。このようなＣ－Ｖ変換回路としては
、例えば、スイッチト・キャパシタ回路等が挙げられる。
　そして、ギャップ検出器１５１は、検出信号をフィードバック駆動部１５２及び減算回
路１５４に出力する。
　なお、ギャップ検出器１５１は、検出信号としては、アナログ信号を出力してもよく、
デジタル信号を出力してもよい。デジタル信号を出力する場合、Ｃ－Ｖ変換回路からの検
出信号（アナログ信号）をＡＤＣ（Analog to Digital Converter）に入力し、デジタル
値に変換する。
【００４２】
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　フィードバック駆動部１５２は、本発明の制御器に相当し、波長可変干渉フィルター５
の第二固定引出電極５６３Ｂ及び第二可動引出電極５６４Ｂに接続されている。そして、
フィードバック駆動部１５２は、マイコンから入力された目標値（設定値）を含む指令信
号に基づき、第二静電アクチュエーター５６Ｂに対して駆動電圧（以下、フィードバック
電圧とも称する）を印加する。
　また、フィードバック駆動部１５２は、ギャップ検出器１５１からの検出信号と、マイ
コン１６から入力された指令信号との偏差が所定閾値以下となるように、各静電アクチュ
エーター５６Ａ，５６Ｂに対する駆動電圧を増減して制御する。すなわち、フィードバッ
ク駆動部１５２は、検出信号及び指令信号に基づいて、フィードバック制御を実施する。
【００４３】
　また、フィードバック駆動部１５２は、マイコン１６の制御によりゲインを変更するこ
とが可能となる。フィードバック駆動部１５２のゲインを変更することで、クローズドル
ープシステム全体のゲインが調整される。
　具体的には、フィードバック駆動部１５２として、アナログ方式の制御器が用いられる
場合、制御器に複数のゲインのうちのいずれかを設定可能なゲイン設定回路を設ける。そ
して、マイコン１６からの制御信号により、ゲイン設定回路のゲインを所定のゲインに設
定する。
　また、フィードバック駆動部１５２として、デジタル方式の制御器が用いられる場合、
マイコン１６の信号に基づき、制御ゲインのパラメーター（レジスタ値）を書き換えるこ
とで、所定のゲインに設定することが可能となる。
【００４４】
　バイアス駆動部１５３は、波長可変干渉フィルター５の第一固定引出電極５６３Ａ及び
第一可動引出電極５６４Ａに接続されている。そして、バイアス駆動部１５３は、第一静
電アクチュエーター５６Ａに対してバイアス電圧を印加する。具体的には、バイアス駆動
部１５３は、マイコン１６から入力されたバイアス信号に基づいて、第一静電アクチュエ
ーター５６Ａに電圧を印加する。
【００４５】
　減算回路１５４は、ギャップ検出器１５１で検出されたギャップＧ１の寸法に対応する
検出信号（電圧信号）と、マイコン１６から出力されたギャップＧ１の寸法の設定値に対
応する指令信号（電圧信号）とを減算し、減算信号を絶対値回路１５５及びマイコン１６
に出力する。つまり、検出値と設定値との偏差を算出して絶対値回路１５５及びマイコン
１６に出力する。減算回路１５４は、例えば、オペアンプ等の回路から構成されるアナロ
グ減算回路であり、ギャップ検出器１５１、絶対値回路１５５、及びマイコン１６に接続
されている。
【００４６】
　絶対値回路１５５は、減算回路１５４からの入力信号の電圧値を絶対値に変換してコン
パレーター１５６に入力する。ここで、減算回路１５４からの出力は正負いずれの値をと
る可能性がある。負の値の信号が減算回路１５４からコンパレーター１５６に直接入力さ
れると、コンパレーター１５６の誤動作が発生する。絶対値回路１５５を設けることによ
り当該誤動作を防止できる。絶対値回路１５５は、ダイオード及びオペアンプ等から構成
されるアナログ回路であり、減算回路１５４及びコンパレーター１５６に接続されている
。
【００４７】
　コンパレーター１５６は、絶対値回路１５５の出力Ｖabsと閾値電圧Ｖthを比較し、Ｖa

bs＞Ｖthの場合はＨｉｇｈレベルＶHの電圧信号を、Ｖabs≦Ｖthの場合はＬｏｗレベルＶ

Lの電圧信号を出力する。コンパレーター１５６からの出力信号は、マイコン１６に入力
される。このようなコンパレーター１５６は、例えば汎用ＩＣ（Integrated Circuit）で
構成でき、絶対値回路１５５及びマイコン１６に接続されている。
　なお、本実施形態では、減算回路１５４、絶対値回路１５５、及びコンパレーター１５
６により、本発明の偏差検出手段が構成される。
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【００４８】
　マイコン１６は、メモリー１６１を備え、例えばギャップ検出器１５１で検出される検
出信号（電圧信号）とギャップＧ１の寸法との関係（ギャップ相関データ）が記憶されて
いる。なお、ギャップ相関データとして、検出信号に対するギャップＧ２の寸法が記録さ
れていてもよい。
【００４９】
　このマイコン１６は、マイクロコンピューターやゲートアレイ等で構成され、制御回路
、減算回路、コンパレーターに接続されている。そして、マイコン１６は、図２に示すよ
うに、バイアス指令手段１６２、目標指令手段１６３、状態検出手段１６４、及びゲイン
調整手段１６５として機能する。
【００５０】
　バイアス指令手段１６２は、制御部２０から入力される波長設定指令に基づいて、バイ
アス駆動部１５３に、バイアス電圧の印加を指令するバイアス指令を出力する。また、バ
イアス指令手段１６２は、後述する、状態検出手段１６４によって検出されたフィードバ
ック制御のエラー内容に応じて、バイアス駆動部１５３によるバイアス電圧（本発明の駆
動パラメーターに相当）を補正し、新たなバイアス電圧を設定する。すなわち、バイアス
指令手段１６２は、本発明のパラメーター補正手段として機能する。
　目標指令手段１６３は、制御部２０から波長設定指令が入力されると、目標波長に対応
するギャップＧ１の寸法（目標値）を算出し、目標信号としてフィードバック駆動部１５
２及び減算回路１５４に出力する。
【００５１】
　状態検出手段１６４は、コンパレーター１５６からの出力信号に基づいて、波長可変干
渉フィルター５のギャップＧ１の変動状態を検出する。
　具体的には、状態検出手段１６４は、安定化時間経過後に、コンパレーター１５６から
出力された電圧信号が継続してＬｏｗレベルＶLの電圧信号である場合、波長可変干渉フ
ィルター５のギャップＧ１の変動が収束した安定化状態であることを検出する。
　また、状態検出手段１６４は、安定化時間経過後に、コンパレーター１５６からＨｉｇ
ｈレベルＶHの出力信号が出力される場合、フィードバック制御が正常に実施されておら
ず、エラーが発生していることを検出する。なお、後に詳述するが、コンパレーター１５
６からの出力信号に基づいて、発生しているエラーの内容を検出する。
【００５２】
　ゲイン調整手段１６５は、状態検出手段１６４によって検出されたエラーの内容に応じ
て、フィードバック駆動部１５２のゲインを設定する。すなわち、ゲイン調整手段１６５
は、フィードバック制御のエラー内容に応じて、設定されているフィードバック電圧（本
発明の駆動パラメーターに相当）に対応するゲインの値を補正して、新たなフィードバッ
ク電圧に対応するゲインを設定する。すなわち、ゲイン調整手段１６５は、本発明のパラ
メーター補正手段として機能する。
　なお、バイアス指令手段１６２、目標指令手段１６３、状態検出手段１６４、及びゲイ
ン調整手段１６５の各機能については、後に詳述する。
【００５３】
　［制御部の構成］
　図１に戻り、分光測定装置１の制御部２０について、説明する。
　制御部２０は、本発明の処理部に相当し、例えばＣＰＵやメモリー等が組み合わされる
ことで構成され、分光測定装置１の全体動作を制御する。この制御部２０は、図１に示す
ように、波長設定部２１と、光量取得部２２と、分光測定部２３と、記憶部３０を備えて
いる。
　記憶部３０には、分光測定装置１を制御するための各種プログラムや、各種データ（例
えば目標波長に対する駆動電圧を示したＶ－λデータ等）が記録されている。
【００５４】
　波長設定部２１は、波長可変干渉フィルター５により取り出す光の目的波長を設定し、
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設定した目的波長を波長可変干渉フィルター５から取り出す旨の制御信号を電圧制御部１
５に出力する。
　光量取得部２２は、ディテクター１１により取得された光量に基づいて、波長可変干渉
フィルター５を透過した目的波長の光の光量を取得する。
　分光測定部２３は、光量取得部２２により取得された光量に基づいて、測定対象光のス
ペクトル特性を測定する。
【００５５】
　［波長可変干渉フィルターの駆動方法］
　図４は、分光測定装置１の分光測定処理における波長可変干渉フィルターの駆動方法（
アクチュエーター制御方法）を示すフローチャートである。
　分光測定装置１により測定対象光に含まれる各波長の光の強度を取得するためには、ま
ず、制御部２０は、波長設定部２１により波長可変干渉フィルター５を透過させる光の波
長（目的波長）を設定する。そして、波長設定部２１は、設定した目的波長の光を透過さ
せる旨の波長設定指令を電圧制御部１５に出力する（ステップＳ１）。
【００５６】
　次に、電圧制御部１５は、波長設定部２１からの波長設定指令に基づいて、波長可変干
渉フィルター５を駆動させ、ギャップ寸法を目的波長に設定するためのフィードバック制
御を開始する（ステップＳ２）。
　具体的には、マイコン１６のバイアス指令手段１６２は、入力された波長設定指令に含
まれる目標波長に基づいて、ギャップＧ２の目標値に応じたバイアス信号をバイアス駆動
部１５３に出力する。バイアス駆動部１５３は、バイアス信号に基づいて、第一静電アク
チュエーター５６Ａにバイアス電圧を印加する。
【００５７】
　波長可変干渉フィルター５の各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂに電圧が印加され
ると、ギャップＧ２の値の変動が始まるとともに、フィードバック制御が開始される。ギ
ャップ検出器１５１はギャップＧ１の寸法の検出値（電圧値）に対応する検出信号を出力
し、減算回路１５４はギャップ検出器１５１の検出値とギャップＧ１の寸法の設定値（電
圧値）とを減算し、減算信号を絶対値回路１５５及びマイコン１６に出力する。絶対値回
路１５５は、減算回路１５４からの減算信号の値を絶対値に変換してコンパレーター１５
６に出力する。コンパレーター１５６は、絶対値回路１５５の出力Ｖabsと閾値電圧Ｖth

を比較して、上述のように比較結果に応じた電圧信号（ＨｉｇｈレベルＶH又はＬｏｗレ
ベルＶL）を出力する。
【００５８】
　なお、バイアス指令手段１６２は、メモリー１６１に記憶されているデータやプログラ
ム等を用いて目標信号を出力する。例えば、目標波長とギャップＧ２の寸法（又は、ギャ
ップ検出器１５１の検出値）とを対応付けたデータや、目標波長に対応したギャップＧ２
の寸法（又は、ギャップ検出器１５１の検出値）を算出するためのプログラム等をメモリ
ー１６１に記憶している。バイアス指令手段１６２は、当該データやプログラム等を用い
てバイアス信号を出力する。
【００５９】
　バイアス電圧としては、バイアス駆動部１５３を単独駆動させて反射膜間ギャップＧ１
を目標ギャップ量に設定するための駆動電圧よりも小さい値に設定する。このようなバイ
アス電圧を印加することで、フィードバック駆動部１５２による第二静電アクチュエータ
ー５６Ｂの制御において、バイアス電圧が印加されない場合に比べて感度を低減させるこ
とができ、フィードバック制御の精度を向上させることができる。
【００６０】
　また、バイアス指令手段１６２は、ギャップＧ１の目標値に対応したバイアス電圧を、
例えば以下のようにして算出してもよい。すなわち、フィードバック制御において、第二
静電アクチュエーター５６Ｂへの電圧印加時の感度（印加電圧に対するギャップ変位量（
ｍ／Ｖ））が一定となるように、バイアス電圧を設定する。ここで、第二静電アクチュエ
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ーター５６Ｂへの電圧印加時の感度ＲＣ（ｍ／Ｖ）は、次式（１）により表される。
【００６１】
【数１】

【００６２】
　式（１）において、Ｖｂは、第一静電アクチュエーター５６Ａに印加するバイアス電圧
、ｋは、可動基板５２（保持部５２２）のバネ係数、εは、固定基板５１及び可動基板５
２間（電極間ギャップＧ２）の誘電率、Ｓｂは、第一静電アクチュエーター５６Ａの有効
面積（第一固定電極５６１Ａ及び第一可動電極５６２Ａが、フィルター平面視で重なり合
う領域の面積）、ＳＣは、第二静電アクチュエーター５６Ｂの有効面積、ｄｍａｘは電極
間ギャップＧ２の初期ギャップ量、ｄは、目的波長の光を透過させるための可動部５２１
の目標変位量（電極間ギャップＧ２のギャップ変位量）である。
【００６３】
　フィードバック制御時において、第二静電アクチュエーター５６Ｂへの電圧印加時の感
度が一定になるようにバイアス電圧Ｖｂを印加することが好ましい。この場合、上記式（
１）において、ＶＣは、一定値であり、フィードバック駆動部１５２を構成する制御器に
おけるゲインに応じた値が用いられる。後述するエラー補正によりフィードバック駆動部
１５２の制御器におけるゲインが変化した場合には、当該ゲインに応じた値を用いる。
　また、制御部２０から、目的波長を指定する波長設定指令が入力されれば、マイコン１
６は、波長可変干渉フィルター５から目的波長の光を取り出すために必要なギャップＧ１
の目標値を算出することができ、当該目標値から、可動部５２１を変位させるべき量（目
標変位量ｄ）を算出することができる。
　上記式（１）を、Ｖｂについて解くと、次式（２）を導き出すことができる。
【００６４】
【数２】

【００６５】
　また、目標指令手段１６３は、ステップＳ１において入力された波長設定指令に含まれ
る目標波長に基づいて、第二静電アクチュエーター５６ＢのギャップＧ２の目標値を示す
目標信号をフィードバック駆動部１５２及び減算回路１５４に出力する。
　フィードバック駆動部１５２は、ギャップ検出器１５１から入力される検出信号と目標
信号との偏差が０に近づくように、第二静電アクチュエーター５６Ｂに印加する駆動電圧
を制御する。
【００６６】
　次に、状態検出手段１６４は、波長可変干渉フィルター５のギャップ寸法が安定化した
かを判定する（ステップＳ３）。ステップＳ３では、状態検出手段１６４は、コンパレー
ター１５６からの電圧信号が継続してＬｏｗレベルＶLであるか否かを判定する。
　ステップＳ３において、「Ｎｏ」と判定された場合、状態検出手段１６４は、所定時間
Ｔ0が経過したか否かを判定する（ステップＳ４）。
　所定時間Ｔ0は、例えば、ギャップＧ１を初期ギャップから最小ギャップまで変動させ
た際の安定化時間等を設定することが好ましい。ステップＳ４において、「Ｎｏ」と判定
された場合は、ステップＳ３に戻り、所定時間Ｔ0経過までの間、ギャップＧ１が安定化
したか否かの判定を継続する。
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【００６７】
　ここで、図５は、フィードバック制御が正常に実施された場合のギャップ検出器１５１
及びコンパレーター１５６の出力値の一例を示すグラフである。図５（Ａ）は、ギャップ
検出器１５１の検出値を、図５（Ｂ）は、コンパレーターの出力値を示すグラフである。
　図５（Ａ）に示すように、波長可変干渉フィルター５の駆動が開始し、フィードバック
制御が実施されると、ギャップ検出器１５１の検出値が振動する。そして、フィードバッ
ク制御が正常に実施される場合では、所定の安定化時間以内に検出値の振動が収まり安定
化する。通常は、検出値は、振動を開始してから２周期程度で許容範囲に収まり、安定化
する。
【００６８】
　安定化状態では、ギャップ検出器１５１の検出値の絶対値であるＶabsが閾値電圧Ｖth

以下である状態が継続する。すなわち、ギャップ検出器１５１の検出値が、図５（Ａ）の
一点鎖線で示す許容範囲Ｌ内に収まる。
　なお、許容範囲Ｌは、図５の細い実線で示す目標値を中心とする所定電圧範囲であり、
波長可変干渉フィルター５の仕様や測定精度等に応じて設定され、例えば、上記目標値を
中心とする±１０ｍＶの範囲である。
【００６９】
　状態検出手段１６４により所定時間Ｔ0が経過するまで安定化したと判定されず（ステ
ップＳ３；Ｎｏ、かつ、ステップＳ４；Ｙｅｓ）、つまり、安定化すべき時間までにギャ
ップＧ１の変動が安定化していない（変動が収束していない）場合、状態検出手段１６４
は、クローズドループシステムにおいて、フィードバックエラーが発生していることを検
出する。この場合、状態検出手段１６４は、定常偏差型のフィードバックエラーを検出し
たか否かを判定する（ステップＳ５）。具体的には、状態検出手段１６４は、判定時間Ｔ
１の間に、コンパレーター１５６から出力される電圧信号が、ＨｉｇｈレベルＶHのみで
あるか否かを判定する。
【００７０】
　ステップＳ５において、「Ｙｅｓ」と判定された場合、定常偏差型のフィードバックエ
ラーが発生していると判定する。
　図６は、定常偏差型のフィードバックエラーが発生している場合における検出値及びコ
ンパレーターの出力値の特性の一例を示すグラフである。
　図６に示すように、定常偏差型のフィードバックエラーでは、所定時間Ｔ0が経過した
後、検出値が許容範囲を超えて収束する。なお、図６では、検出値が上限値を上回って収
束する例を示し、検出値が下限値を下回って収束する場合の図示は省略している。
【００７１】
　定常偏差型のフィードバックエラーでは、図６（Ｂ）に示すように、所定時間Ｔ0の経
過後から所定の判定時間Ｔ1が経過するまでの間、コンパレーター１５６からの電圧信号
としてＬｏｗレベルＶLの信号が出力される。従って、状態検出手段１６４は、判定時間
Ｔ1内に継続してＨｉｇｈレベルＶHを検出したか否かを検出することで、定常偏差型のフ
ィードバックエラーであるか否かを判定できる。
【００７２】
　この場合、バイアス指令手段１６２は、バイアス駆動部１５３におけるバイアス電圧を
再設定する（ステップＳ６）。
　具体的には、バイアス指令手段１６２は、減算回路１５４からマイコン１６に入力され
る検出値と目標値との偏差が正値である場合、図６（Ａ）に示すように、検出値である静
電容量値が許容範囲の上限値を超えた値で収束している定常偏差型のフィードバック制御
エラーが発生していると判定する。この場合、バイアス指令手段１６２は静電容量値を減
少させるようにバイアス電圧値を減少させる。
　逆に、バイアス指令手段１６２は、減算回路１５４から入力される検出値と目標値との
偏差が負値である場合、検出値が許容範囲の下限値未満での値で収束していると判定し静
電容量値を増大させるようにバイアス電圧を増大させる。
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【００７３】
　一方、ステップＳ５において、「Ｎｏ」と判定された場合、即ち、判定時間Ｔ1内にお
いて、ＨｉｇｈレベルＶH及びＬｏｗレベルＶLの電圧信号が交互に出力されるような場合
、状態検出手段１６４は、振動型のフィードバックエラー（発振エラー）と判定する。
　図７は、振動型のフィードバックエラーが発生している場合における検出値及びコンパ
レーターの出力値の特性の一例を示すグラフである。
　図７（Ｂ）に示すように、発振エラーでは、所定時間Ｔ0の経過後から所定の判定時間
Ｔ1が経過するまでの間に、コンパレーター１５６からＨｉｇｈレベルＶH及びＬｏｗレベ
ルＶLの信号が複数回出力される。従って、状態検出手段１６４は、判定時間Ｔ1内に、こ
れらの交互に出力されたＨｉｇｈレベルＶH及びＬｏｗレベルＶLの電圧信号を検出するこ
とで、発振エラーを検出できる。
【００７４】
　この場合、ゲイン調整手段１６５は、フィードバック駆動部１５２のゲインを設定し、
フィードバック電圧を制御する（ステップＳ７）。
　ここで、図７（Ａ）に示すように、検出値である静電容量値が収束しない、振動型のフ
ィードバック制御エラーが発生している場合、フィードバック駆動部１５２のフィードバ
ック制御のゲインが大きいことが考えられる。従って、ゲイン調整手段１６５はフィード
バック駆動部１５２のフィードバック制御のゲインを減少させる。
　なお、フィードバック駆動部１５２が、高精度のフィードバック制御が可能なＰＩＤ（
Proportional Integral Derivative）制御を採用している場合、例えば、比例動作（Ｐ動
作）に関するゲイン（比例ゲイン）が大きいことが考えられる。従って、ゲイン調整手段
１６５はフィードバック駆動部１５２のフィードバック制御の比例ゲインを減少させる。
【００７５】
　なお、所定の判定時間Ｔ1は、例えば、検出値の振動周期（波長可変干渉フィルター５
における保持部５２２のバネ性等により決定される固有周期）の１周期以上の所定の長さ
の時間である。判定時間Ｔ1を振動周期の１周期以上とすることで、振動（発振）してい
る場合でも、収束している場合でも、エラーを検出することができる。
【００７６】
　また、ゲイン調整手段１６５は、メモリー１６１に記憶されているデータやプログラム
等を用いて目標信号を出力する。例えば、目標波長とフィードバック電圧（又は、フィー
ドバック駆動部１５２のゲインの値）とを対応付けたデータや、目標波長に対応したフィ
ードバック電圧を算出するためのプログラム等をメモリー１６１に記憶している。ゲイン
調整手段１６５は、当該データやプログラム等を用いてフィードバック電圧（又は、フィ
ードバック駆動部１５２のゲインの値）を算出する。目標指令手段１６３は、算出結果に
応じた、目標信号をフィードバック駆動部１５２に出力する。
【００７７】
　上述のステップＳ３～Ｓ７を、ステップＳ３において安定化したと判定されるまで繰り
返す。
　なお、上記図６に示す定常偏差型のエラーと、図７に示す振動型のエラーが同時に発生
している場合でも、上述のステップＳ３～Ｓ７を繰りかえすことにより、安定化させるこ
とができる。例えば、検出値が、許容範囲Ｌの上限値を超えた範囲、又は下限値未満の範
囲で発信している場合、ステップＳ５において、コンパレーター１５６の電圧信号の変動
が検出されない（ステップＳ５；Ｎｏ）。従って、最初に、バイアス駆動部のゲインが調
整される。その後、コンパレーター１５６の電圧信号の変動（すなわち、振動型のエラー
）が検出され、フィードバック駆動部１５２のゲインが調整されることになる。
【００７８】
　波長可変干渉フィルター５のギャップＧ１の寸法が、ステップＳ１にて設定された目標
波長に対応した寸法となると、ステップＳ３で安定化したと判定される。そして、波長可
変干渉フィルター５から目標波長を中心とした光が出射される。ディテクター１１に目標
波長の光が受光され、制御部２０の光量取得部２２は、ディテクター１１から入力された
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光量検出信号に基づいて、目標波長の光の光量を取得する（ステップＳ８）。
【００７９】
　［実施形態の作用効果］
　電圧制御部１５は、各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂの駆動量の目標値（設定値
）に応じて駆動電圧（バイアス電圧及びフィードバック電圧）を印加する。駆動開始から
所定時間Ｔ0経過後における、ギャップ検出器１５１の検出値と設定値との差が許容範囲
Ｌを越える場合、コンパレーター１５６の出力がＨｉｇｈレベルＶHとなる場合がある。
状態検出手段１６４は、コンパレーター１５６の出力がＨｉｇｈレベルＶHとなったこと
を検出する。すなわち、各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂの駆動が安定化するべき
タイミングにおいて、駆動量の検出値と設定値との偏差の絶対値が許容範囲Ｌ内であるか
否かを検出する。
　これにより、フィードバック制御が適切に実施されておらず、ギャップＧ１の寸法（駆
動量）の設定値に対して、実際のギャップＧ１の寸法（駆動量）が、所定の閾値を超えた
値で安定していたり、振動し続けていたりすることを検出でき、フィードバック制御のエ
ラーを検出することができる。
【００８０】
　ここで、フィードバック制御において、安定化時間内でアクチュエーターを安定化させ
るためには、フィードバック駆動部１５２やバイアス駆動部１５３により印加される電圧
値（駆動パラメーター）の値が適性値であることが望ましい。例えば、フィードバック駆
動部１５２のゲイン（駆動パラメーター）の値が適性値に対して大きいと、アクチュエー
ターの駆動量の変動が収束しない（すなわち、発振する）、又は収束するまでの時間が著
しく長くなることがある。
　これに対して、電圧制御部１５は、所定時間Ｔ0経過後に、ギャップ検出器１５１の検
出値と設定値との偏差の絶対値として、閾値を超える偏差の絶対値、及び閾値未満の偏差
の絶対値を交互に複数回検出することで、各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂが発振
していることを検出する。すなわち、安定化時間が経過しても、駆動量の変動が収束して
おらず、フィードバック制御のエラーとして、振動型のエラーを検出できる。これにより
、フィードバック駆動部１５２のゲインを調整することができ、駆動量を収束させること
ができる。
【００８１】
　本実施形態では、アクチュエーターが、第一静電アクチュエーター５６Ａ及び第二静電
アクチュエーター５６Ｂにより構成され、第一静電アクチュエーター５６Ａにはバイアス
電圧が印加され、第二静電アクチュエーター５６Ｂにはフィードバック電圧が印加される
。このようなアクチュエーターでは、バイアス電圧の印加により第一静電アクチュエータ
ー５６Ａを粗動駆動させる。一方、ギャップ検出器１５１の検出値（駆動量）に基づいて
フィードバック電圧を制御し、第二静電アクチュエーター５６Ｂを微動駆動させることで
、アクチュエーターの駆動量を精度よく制御することができる。
【００８２】
　ここで、バイアス電圧が適性値よりも大きい又は小さい場合、第一静電アクチュエータ
ー５６Ａの粗動駆動による駆動量と設定値との偏差の絶対値が、第二静電アクチュエータ
ー５６Ｂの微動駆動による調整範囲で対応可能な範囲の閾値を超える場合がある。すなわ
ち、バイアス電圧が大きすぎたり、小さすぎたりすると、フィードバック電圧の最小値又
は最大値で駆動量の変動が収束したとしても、ギャップ検出器１５１の検出値を許容範囲
Ｌ上限よりも大きい値や、下限よりも小さい値で安定してしまう場合がある。
　これに対して、検出値が許容範囲Ｌの範囲外で収束している場合、すなわち定常偏差型
のエラー（図６参照）が発生し、粗動駆動による駆動量と設定値との差が、微動駆動の調
整可能な範囲を超えている状態であることを検出できる。そして、検出結果に応じて、バ
イアス指令手段１６２がバイアス電圧（駆動パラメーター）を調整する。これにより、粗
動駆動の駆動量を微動駆動の調整可能な範囲に収めることができ、アクチュエーターの駆
動量をより確実、かつ精度よく制御することができる。
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【００８３】
　また、状態検出手段１６４は、駆動開始から所定時間Ｔ0経過後に、ギャップ検出器１
５１の検出値と設定値との偏差の絶対値として、閾値を超える偏差の絶対値、及び閾値未
満の偏差の絶対値を交互に複数回検出した際に、フィードバック駆動部１５２のゲインを
小さくして、フィードバック電圧を制御する。すなわち、第二静電アクチュエーター５６
Ｂにおける、フィードバック制御のゲインが大きいため、安定化時間に到達しても、ギャ
ップ検出器１５１の検出値が収束しておらず振動していること、振動型のエラー（図７参
照）を検出する。そして、検出結果に基づいて、フィードバック駆動部１５２によるフィ
ードバック制御のゲインを小さくしてフィードバック電圧を制御することにより、駆動量
を収束させることができ、アクチュエーターの駆動量をより確実、かつ精度よく制御する
ことができる。
【００８４】
　状態検出手段１６４は、上述の安定化時間以上に設定された所定時間Ｔ0が経過した後
にエラー検出を実施する。これにより、安定化する前に状態検出手段１６４によるエラー
検出が実施されることで、誤ってエラーが検出されることを抑制できる。
　なお、所定時間Ｔ0の長さは、安定化時間以上であることが好ましく、安定化時間以上
であれば特に制限されないが、安定化時間に対して所定時間Ｔ0が長くなりすぎると、エ
ラーの検出タイミングまでの待機時間が長くなるため、測定時間が長くなるおそれがある
。適正なフィードバック制御が実施されている場合に確実に安定化させることができる長
さに安定化時間が設定されている場合は、安定化時間を所定時間Ｔ0に設定することで、
測定時間を短縮できる。
【００８５】
　分光測定装置１では、駆動開始から所定時間Ｔ0の経過前に状態検出手段１６４によっ
てギャップＧ１の寸法が安定化したことが検出されると、予め設定されている所定時間Ｔ

0の経過前であっても、分光測定を実施する。これにより、安定化しているにも関わらず
測定が開始されないで分光測定装置１が待機している時間が生じることを抑制でき、測定
時間を短縮できる。
【００８６】
［その他の実施形態］
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、本発明において、アクチュエーターとして、波長可変干渉フィルター５におけ
るギャップＧ１の寸法を変化させる静電アクチュエーターを例示したが、これに限定され
ない。アクチュエーターとしては、例えば、圧電アクチュエーターや、誘電コイルアクチ
ュエーター等、他のアクチュエーターを用いたフィードバックループを対象としてもよい
。特に、駆動電圧に対して駆動量が非線形に変動するアクチュエーターの場合、駆動特性
の変動により、フィードバック制御時に最適なゲインが設定されていないと、上述したよ
うに、異常発振等、正常な駆動が妨げられるおそれがある。本発明は、このような駆動特
性が非線形に変動するアクチュエーターに有効であり、最適なゲインを設定することで、
最適な制御状態を維持したフィードバック制御を実施することができる。
【００８７】
　上記実施形態では、反射膜５４，５５を容量検出量の電極として利用したが、これに限
定されない。例えば、反射膜５４，５５とは別に固定基板５１及び可動基板５２に、互い
に対向する容量検出用電極を設けてもよい。
【００８８】
　また、駆動量の検出手段として、上述のような静電容量検出電極を用いる構成に限られ
ず、例えば、歪ゲージ等により、可動基板５２（保持部５２２）の湾曲状態を検出して、
反射膜間ギャップＧ１のギャップ量を検出する構成としてもよく、外部にギャップ量を検
出するための光センサーを設ける構成などとしてもよい。
【００８９】
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　上記実施形態において、バイアス電圧が印加される第一静電アクチュエーター５６Ａは
、フィードバック電圧が印加される第二静電アクチュエーター５６Ｂの外周側に配置され
る例を示したが、これに限定されない。例えば、第一静電アクチュエーター５６Ａが、反
射膜５４,５５の外周側で、第二静電アクチュエーター５６Ｂの内周側に設けられ、第二
静電アクチュエーター５６Ｂが第一静電アクチュエーター５６Ａの外周側に設けられる構
成などとしてもよい。
【００９０】
　上記実施形態では、複数のアクチュエーターとして、第一静電アクチュエーター５６Ａ
及び第二静電アクチュエーター５６Ｂを備え、第一静電アクチュエーター５６Ａにバイア
ス電圧を、第二静電アクチュエーター５６Ｂにフィードバック電圧を印加する構成を例示
したが、本発明はこれに限定されず、１つのアクチュエーターを備える構成としてもよい
。この場合、例えば、１つのバイアス電圧が印加される第一静電アクチュエーター５６Ａ
に相当するアクチュエーターを設けずに、第二静電アクチュエーター５６Ｂに相当する１
つのアクチュエーターのみを設け、駆動量の検出値に応じてフィードバック制御のゲイン
を調整するように構成する。
【００９１】
　上記実施形態では、減算回路１５４を設け、１５１の検出値と設定値との偏差を取得す
る構成を例示したが、本発明はこれに限定されず、減算回路１５４を設けなくてもよい。
例えば、１５２においてフィードバック制御を実施する際に、取得した上記偏差を用いる
構成が例示できる。
【００９２】
　上記実施形態では、減算回路１５４、絶対値回路１５５、及びコンパレーター１５６で
あるアナログ回路を備える構成を例示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、上
記アナログ回路を備えず、１５１の検出値と設定値との偏差を取得し、当該偏差に基づく
安定化の検出や、エラーの検出をマイコン１６により実施する構成としてもよい。
【００９３】
　また、本発明の電子機器として、上記実施形態では、分光測定装置１を例示したが、そ
の他、様々な分野により本発明の波長可変干渉フィルターの駆動方法、光学モジュール、
及び電子機器を適用することができる。
【００９４】
　例えば、図８に示すように、本発明の電子機器を、色を測定するための測色装置に適用
することもできる。
　図８は、波長可変干渉フィルターを備えた測色装置４００の一例を示すブロック図であ
る。
　この測色装置４００は、図８に示すように、検査対象Ａに光を射出する光源装置４１０
と、測色センサー４２０（光学モジュール）と、測色装置４００の全体動作を制御する制
御装置４３０（処理部）とを備える。そして、この測色装置４００は、光源装置４１０か
ら射出される光を検査対象Ａにて反射させ、反射された検査対象光を測色センサー４２０
にて受光し、測色センサー４２０から出力される検出信号に基づいて、検査対象光の色度
、すなわち検査対象Ａの色を分析して測定する装置である。
【００９５】
　光源装置４１０、光源４１１、複数のレンズ４１２（図８には１つのみ記載）を備え、
検査対象Ａに対して例えば基準光（例えば、白色光）を射出する。また、複数のレンズ４
１２には、コリメーターレンズが含まれてもよく、この場合、光源装置４１０は、光源４
１１から射出された基準光をコリメーターレンズにより平行光とし、図示しない投射レン
ズから検査対象Ａに向かって射出する。なお、本実施形態では、光源装置４１０を備える
測色装置４００を例示するが、例えば検査対象Ａが液晶パネルなどの発光部材である場合
、光源装置４１０が設けられない構成としてもよい。
【００９６】
　測色センサー４２０は、図８に示すように、波長可変干渉フィルター５と、波長可変干
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渉フィルター５を透過する光を受光するディテクター１１と、波長可変干渉フィルター５
で透過させる光の波長を可変する電圧制御部１５とを備える。また、測色センサー４２０
は、波長可変干渉フィルター５に対向する位置に、検査対象Ａで反射された反射光（検査
対象光）を、内部に導光する図示しない入射光学レンズを備えている。そして、この測色
センサー４２０は、波長可変干渉フィルター５により、入射光学レンズから入射した検査
対象光のうち、所定波長の光を分光し、分光した光をディテクター１１にて受光する。
【００９７】
　制御装置４３０は、測色装置４００の全体動作を制御する。
　この制御装置４３０としては、例えば汎用パーソナルコンピューターや、携帯情報端末
、その他、測色専用コンピューターなどを用いることができる。そして、制御装置４３０
は、図８に示すように、光源制御部４３１、測色センサー制御部４３２、及び測色処理部
４３３などを備えて構成されている。
　光源制御部４３１は、光源装置４１０に接続され、例えば利用者の設定入力に基づいて
、光源装置４１０に所定の制御信号を出力して、所定の明るさの白色光を射出させる。
　測色センサー制御部４３２は、測色センサー４２０に接続され、例えば利用者の設定入
力に基づいて、測色センサー４２０にて受光させる光の波長を設定し、この波長の光の受
光量を検出する旨の制御信号を測色センサー４２０に出力する。これにより、測色センサ
ー４２０の電圧制御部１５は、制御信号に基づいて、静電アクチュエーター５６に電圧を
印加し、波長可変干渉フィルター５を駆動させる。
　測色処理部４３３は、ディテクター１１により検出された受光量から、検査対象Ａの色
度を分析する。
【００９８】
　また、本発明の電子機器の他の例として、特定物質の存在を検出するための光ベースの
システムが挙げられる。このようなシステムとしては、例えば、本発明の波長可変干渉フ
ィルターを用いた分光計測方式を採用して特定ガスを高感度検出する車載用ガス漏れ検出
器や、呼気検査用の光音響希ガス検出器等のガス検出装置を例示できる。
　このようなガス検出装置の一例を以下に図面に基づいて説明する。
【００９９】
　図９は、波長可変干渉フィルターを備えたガス検出装置の一例を示す概略図である。
　図１０は、図９のガス検出装置の制御系の構成を示すブロック図である。
　このガス検出装置１００は、図９に示すように、センサーチップ１１０と、吸引口１２
０Ａ、吸引流路１２０Ｂ、排出流路１２０Ｃ、及び排出口１２０Ｄを備えた流路１２０と
、本体部１３０と、を備えて構成されている。
　本体部１３０は、流路１２０を着脱可能な開口を有するセンサー部カバー１３１、排出
手段１３３、筐体１３４、光学部１３５、フィルター１３６、波長可変干渉フィルター５
、及び受光素子１３７（検出部）等を含む検出装置（光学モジュール）と、検出された信
号を処理し、検出部を制御する制御部１３８（処理部）、電力を供給する電力供給部１３
９等から構成されている。また、光学部１３５は、光を射出する光源１３５Ａと、光源１
３５Ａから入射された光をセンサーチップ１１０側に反射し、センサーチップ側から入射
された光を受光素子１３７側に透過するビームスプリッター１３５Ｂと、レンズ１３５Ｃ
，１３５Ｄ，１３５Ｅと、により構成されている。
　また、図１０に示すように、ガス検出装置１００の表面には、操作パネル１４０、表示
部１４１、外部とのインターフェイスのための接続部１４２、電力供給部１３９が設けら
れている。電力供給部１３９が二次電池の場合には、充電のための接続部１４３を備えて
もよい。
　更に、ガス検出装置１００の制御部１３８は、図１０に示すように、ＣＰＵ等により構
成された信号処理部１４４、光源１３５Ａを制御するための光源ドライバー回路１４５、
波長可変干渉フィルター５を制御するための電圧制御部１４６、受光素子１３７からの信
号を受信する受光回路１４７、センサーチップ１１０のコードを読み取り、センサーチッ
プ１１０の有無を検出するセンサーチップ検出器１４８からの信号を受信するセンサーチ
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ップ検出回路１４９、及び排出手段１３３を制御する排出ドライバー回路１５０などを備
えている。
【０１００】
　次に、上記のようなガス検出装置１００の動作について、以下に説明する。
　本体部１３０の上部のセンサー部カバー１３１の内部には、センサーチップ検出器１４
８が設けられており、このセンサーチップ検出器１４８でセンサーチップ１１０の有無が
検出される。信号処理部１４４は、センサーチップ検出器１４８からの検出信号を検出す
ると、センサーチップ１１０が装着された状態であると判断し、表示部１４１へ検出動作
を実施可能な旨を表示させる表示信号を出す。
【０１０１】
　そして、例えば利用者により操作パネル１４０が操作され、操作パネル１４０から検出
処理を開始する旨の指示信号が信号処理部１４４へ出力されると、まず、信号処理部１４
４は、光源ドライバー回路１４５に光源作動の信号を出力して光源１３５Ａを作動させる
。光源１３５Ａが駆動されると、光源１３５Ａから単一波長で直線偏光の安定したレーザ
ー光が射出される。また、光源１３５Ａには、温度センサーや光量センサーが内蔵されて
おり、その情報が信号処理部１４４へ出力される。そして、信号処理部１４４は、光源１
３５Ａから入力された温度や光量に基づいて、光源１３５Ａが安定動作していると判断す
ると、排出ドライバー回路１５０を制御して排出手段１３３を作動させる。これにより、
検出すべき標的物質（ガス分子）を含んだ気体試料が、吸引口１２０Ａから、吸引流路１
２０Ｂ、センサーチップ１１０内、排出流路１２０Ｃ、排出口１２０Ｄへと誘導される。
なお、吸引口１２０Ａには、除塵フィルター１２０Ａ１が設けられ、比較的大きい粉塵や
一部の水蒸気などが除去される。
【０１０２】
　また、センサーチップ１１０は、金属ナノ構造体が複数組み込まれ、局在表面プラズモ
ン共鳴を利用したセンサーである。このようなセンサーチップ１１０では、レーザー光に
より金属ナノ構造体間で増強電場が形成され、この増強電場内にガス分子が入り込むと、
分子振動の情報を含んだラマン散乱光、及びレイリー散乱光が発生する。
　これらのレイリー散乱光やラマン散乱光は、光学部１３５を通ってフィルター１３６に
入射し、フィルター１３６によりレイリー散乱光が分離され、ラマン散乱光が波長可変干
渉フィルター５に入射する。そして、信号処理部１４４は、電圧制御部１４６に対して制
御信号を出力する。これにより、電圧制御部１４６は、上記実施形態に示すように、ギャ
ップ検出器１５１、フィードバック駆動部１５２、及びマイコン１６により構成され、上
記実施形態と同様の駆動方法により、波長可変干渉フィルター５を駆動させ、検出対象と
なるガス分子に対応したラマン散乱光を波長可変干渉フィルター５で分光させる。
　この後、分光した光が受光素子１３７で受光されると、受光量に応じた受光信号が受光
回路１４７を介して信号処理部１４４に出力される。この場合、波長可変干渉フィルター
５から目的とするラマン散乱光を精度よく取り出すことができる。
　信号処理部１４４は、上記のようにして得られた検出対象となるガス分子に対応したラ
マン散乱光のスペクトルデータと、ＲＯＭに格納されているデータとを比較し、目的のガ
ス分子か否かを判定し、物質の特定をする。また、信号処理部１４４は、表示部１４１に
その結果情報を表示させたり、接続部１４２から外部へ出力したりする。
【０１０３】
　なお、上記図９及び図１０において、ラマン散乱光を波長可変干渉フィルター５により
分光して分光されたラマン散乱光からガス検出を行うガス検出装置１００を例示したが、
ガス検出装置として、ガス固有の吸光度を検出することでガス種別を特定するガス検出装
置として用いてもよい。この場合、センサー内部にガスを流入させ、入射光のうちガスに
て吸収された光を検出するガスセンサーを本発明の光学モジュールとして用いる。そして
、このようなガスセンサーによりセンサー内に流入されたガスを分析、判別するガス検出
装置を本発明の電子機器とする。このような構成でも、波長可変干渉フィルターを用いて
ガスの成分を検出することができる。
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【０１０４】
　また、特定物質の存在を検出するためのシステムとして、上記のようなガスの検出に限
られず、近赤外線分光による糖類の非侵襲的測定装置や、食物や生体、鉱物等の情報の非
侵襲的測定装置等の、物質成分分析装置を例示できる。
　以下に、上記物質成分分析装置の一例として、食物分析装置を説明する。
【０１０５】
　図１１は、波長可変干渉フィルター５を利用した電子機器の一例である食物分析装置の
概略構成を示す図である。
　この食物分析装置２００は、図１１に示すように、検出器２１０（光学モジュール）と
、制御部２２０と、表示部２３０と、を備えている。検出器２１０は、光を射出する光源
２１１と、測定対象物からの光が導入される撮像レンズ２１２と、撮像レンズ２１２から
導入された光を分光する波長可変干渉フィルター５と、分光された光を検出する撮像部２
１３（検出部）と、を備えている。
　また、制御部２２０は、光源２１１の点灯・消灯制御、点灯時の明るさ制御を実施する
光源制御部２２１と、波長可変干渉フィルター５を制御する電圧制御部２２２と、撮像部
２１３を制御し、撮像部２１３で撮像された分光画像を取得する検出制御部２２３と、信
号処理部２２４（分析部）と、記憶部２２５と、を備えている。
【０１０６】
　この食物分析装置２００は、システムを駆動させると、光源制御部２２１により光源２
１１が制御されて、光源２１１から測定対象物に光が照射される。そして、測定対象物で
反射された光は、撮像レンズ２１２を通って波長可変干渉フィルター５に入射する。波長
可変干渉フィルター５は電圧制御部２２２の制御により上記実施形態に示すような駆動方
法で駆動される。これにより、波長可変干渉フィルター５から精度よく目的波長の光を取
り出すことができる。そして、取り出された光は、例えばＣＣＤカメラ等により構成され
る撮像部２１３で撮像される。また、撮像された光は分光画像として、記憶部２２５に蓄
積される。また、信号処理部２２４は、電圧制御部２２２を制御して波長可変干渉フィル
ター５に印加する電圧値を変化させ、各波長に対する分光画像を取得する。
【０１０７】
　そして、信号処理部２２４は、記憶部２２５に蓄積された各画像における各画素のデー
タを演算処理し、各画素におけるスペクトルを求める。また、記憶部２２５には、例えば
スペクトルに対する食物の成分に関する情報が記憶されており、信号処理部２２４は、求
めたスペクトルのデータを、記憶部２２５に記憶された食物に関する情報を基に分析し、
検出対象に含まれる食物成分、及びその含有量を求める。また、得られた食物成分及び含
有量から、食物カロリーや鮮度等をも算出することができる。更に、画像内のスペクトル
分布を分析することで、検査対象の食物の中で鮮度が低下している部分の抽出等をも実施
することができ、更には、食物内に含まれる異物等の検出をも実施することができる。
　そして、信号処理部２２４は、上述のようにして得られた検査対象の食物の成分や含有
量、カロリーや鮮度等の情報を表示部２３０に表示させる処理をする。
【０１０８】
　また、図１１において、食物分析装置２００の例を示すが、略同様の構成により、上述
したようなその他の情報の非侵襲的測定装置としても利用することができる。例えば、血
液等の体液成分の測定、分析等、生体成分を分析する生体分析装置として用いることがで
きる。このような生体分析装置としては、例えば血液等の体液成分を測定する装置として
、エチルアルコールを検知する装置とすれば、運転者の飲酒状態を検出する酒気帯び運転
防止装置として用いることができる。また、このような生体分析装置を備えた電子内視鏡
システムとしても用いることができる。
　更には、鉱物の成分分析を実施する鉱物分析装置としても用いることができる。
【０１０９】
　更には、本発明の波長可変干渉フィルター、光学モジュール、電子機器としては、以下
のような装置に適用することができる。



(23) JP 2015-141209 A 2015.8.3

10

20

30

40

50

　例えば、各波長の光の強度を経時的に変化させることで、各波長の光でデータを伝送さ
せることも可能であり、この場合、光学モジュールに設けられた波長可変干渉フィルター
により特定波長の光を分光し、受光部で受光させることで、特定波長の光により伝送され
るデータを抽出することができ、このようなデータ抽出用光学モジュールを備えた電子機
器により、各波長の光のデータを処理することで、光通信を実施することもできる。
【０１１０】
　また、電子機器としては、本発明の波長可変干渉フィルターにより光を分光することで
、分光画像を撮像する分光カメラ、分光分析機などにも適用できる。このような分光カメ
ラの一例として、波長可変干渉フィルターを内蔵した赤外線カメラが挙げられる。
　図１２は、分光カメラの概略構成を示す模式図である。分光カメラ３００は、図１２に
示すように、カメラ本体３１０と、撮像レンズユニット３２０と、撮像部３３０（検出部
）とを備えている。
　カメラ本体３１０は、利用者により把持、操作される部分である。
　撮像レンズユニット３２０は、カメラ本体３１０に設けられ、入射した画像光を撮像部
３３０に導光する。また、この撮像レンズユニット３２０は、図１２に示すように、対物
レンズ３２１、結像レンズ３２２、及びこれらのレンズ間に設けられた波長可変干渉フィ
ルター５を備えて構成されている。
　撮像部３３０は、受光素子により構成され、撮像レンズユニット３２０により導光され
た画像光を撮像する。
　このような分光カメラ３００では、波長可変干渉フィルター５により撮像対象となる波
長の光を透過させることで、所望波長の光の分光画像を撮像することができる。この時、
各波長に対して、電圧制御部（図示略）が上記実施形態に示すような本発明の駆動方法に
より波長可変干渉フィルター５を駆動させることで、精度よく目的波長の分光画像の画像
光を取り出すことができる。
【０１１１】
　更には、本発明の波長可変干渉フィルターをバンドパスフィルターとして用いてもよく
、例えば、発光素子が射出する所定波長域の光のうち、所定の波長を中心とした狭帯域の
光のみを波長可変干渉フィルターで分光して透過させる光学式レーザー装置としても用い
ることができる。
　また、本発明の波長可変干渉フィルターを生体認証装置として用いてもよく、例えば、
近赤外領域や可視領域の光を用いた、血管や指紋、網膜、虹彩などの認証装置にも適用で
きる。
【０１１２】
　更には、光学モジュール及び電子機器を、濃度検出装置として用いることができる。こ
の場合、波長可変干渉フィルターにより、物質から射出された赤外エネルギー（赤外光）
を分光して分析し、サンプル中の被検体濃度を測定する。
【０１１３】
　上記に示すように、本発明の波長可変干渉フィルター、光学モジュール、及び電子機器
は、入射光から所定の光を分光するいかなる装置にも適用することができる。そして、本
発明の波長可変干渉フィルターは、上述のように、１デバイスで複数の波長を分光させる
ことができるため、複数の波長のスペクトルの測定、複数の成分に対する検出を精度よく
実施することができる。従って、複数デバイスにより所望の波長を取り出す従来の装置に
比べて、光学モジュールや電子機器の小型化を促進でき、例えば、携帯用や車載用の光学
デバイスとして好適に用いることができる。
【０１１４】
　更に、上述した実施形態では、基板間に設けられた各静電アクチュエーター５６Ａ，５
６Ｂのギャップ寸法から駆動特性を取得し、各静電アクチュエーター５６Ａ，５６Ｂのフ
ィードバック制御におけるゲインを設定する例を示したが、これに限定されない。
　例えば、電圧印加により、駆動電圧に対して駆動量が非線形に変化するアクチュエータ
ー駆動装置のフィードバック制御に利用することができ、このようなアクチュエーターと
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して例えば、ピエゾアクチュエーター等が挙げられる。具体的には、ピエゾアクチュエー
ターに駆動電圧を印加することで、ミラーを駆動電圧に応じた角度だけ姿勢を変更させる
ミラーデバイス等にも適用できる。この場合、所定の駆動電圧を印加した際のピエゾアク
チュエーターの駆動量（駆動角度等）を検出することで、ピエゾアクチュエーターの駆動
特性を取得し、取得した駆動特性に基づいてピエゾアクチュエーターの駆動をフィードバ
ック制御する構成等が挙げられる。
【０１１５】
　その他、本発明の実施の際の具体的な構造は、本発明の目的を達成できる範囲で他の構
造等に適宜変更できる。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…分光測定装置（電子機器）、１０…光学モジュール、１５…電圧制御部（フィード
バックループ）、１６…マイコン、２０…制御部（処理部）、５４…固定反射膜、５５…
可動反射膜、５６…静電アクチュエーター、５６Ａ…第一静電アクチュエーター、５６Ｂ
…第二静電アクチュエーター、１００…ガス検出装置（電子機器）、１４６…電圧制御部
、１５１…ギャップ検出器（検出手段）、１５２…フィードバック駆動部（制御器）、１
５３…バイアス駆動部（バイアス電圧印加手段）、１５４…減算回路（偏差検出手段）、
１５５…絶対値回路（偏差検出手段）、１５６…コンパレーター（偏差検出手段）、１６
２…バイアス指令手段（パラメーター補正手段）、１６３…目標指令手段、１６５…ゲイ
ン調整手段（パラメーター補正手段）、２００…食物分析装置、２２３…検出制御部（処
理部）、３００…分光カメラ（電子機器）、４００…測色装置（電子機器）。

【図１】 【図２】
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